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Ａ－11 大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業 

事業主体 大阪の住まい活性化フォーラム 住まいの相談・評価部会設立準備会 

対象地域 大阪府全域 

事業概要 
大阪府全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、府及び住宅長期保証支援センター、

関西住宅産業協会、関西建築業協議会等と連携して整備。 

成果計測指標 
現況値 

（事業着手時点） 

完了時点 

（H26 年 3 月 14 日時点） 

今後の目標値 

（Ｈ27 年度末） 

問い合わせ件数 （件） ０ ８ １００ 

相談対応件数  （件） ０     ８（８）   ５０ 

相談窓口設置件数 １ ３   ７ 

※（ ）内は、事業期間内の空き家所有者からの相談対応件数 

 

１．事業の背景と目的 

 

大阪府では住宅総数 435 万戸の内、空き家が 62.5 万戸（空家率 14.4％）で、内訳は、賃貸用とそ

の他空き家（長期にわたり不在等）が多くなっている。また、府独自の民間住宅の空家実態調査によ

ると（H22）、戸建ての空き家で、今後売却・賃貸を考えている所有者の割合は全体の 45.5％、売却・

賃貸できない原因は「建物や設備が古い・痛んでいる」が一番多く、リフォーム等による空家活用の

仕組みが必要である。一方、売却・賃貸しない所有者の割合は 21％で、その原因は「自己用の物置・

倉庫」「資産として維持」「利用方法が決まっていない」等となっており、地域の防犯性の向上とスト

ックの有効活用の観点から、空き家を市場にのせる取組みも必要である。 

こうしたことから、大阪の空き家を適性に管理、活用し、中古住宅市場の活性化を図り、安全で快

適な住まいと大阪のまちの安全と活力の向上を図ることを目的に本事業を実施する。 

なお、本事業は、大阪府で平成 15年度から実施している、NPO団体等との連携による「住まいの評

価・管理アドバイザー制度」（新築時からリフォームや増改築を含む長期の維持管理までの専門的な助

言やアドバイザーの派遣などを行う）を、空き家の相談にも活用できるように体制整備するもの。平

成 25年度は、本制度の登録団体である NPO法人を中心に、これまでの相談対応のノウハウ・実績や体

制を活かして、機能拡充により空き家相談体制をモデル的に整備し、さらに、平成 26年度からは「大

阪の住まい活性化フォーラム」に部会を正式に発足させ、空き家を含めた本制度をフォーラムの制度

として実施し、フォーラムＨＰ等を通じて府民等にＰＲを図っていく。 
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２．事業の内容 

（１）事業概要と手順 

 １）事業の概要 

①相談員の研修・育成 

ⅰ）相談マニュアルの作成 

これまでの住宅相談の対応実績資料や近年の空き家をとりまく住宅相談の資料や空き家特有の動

き、問題点、課題等、相談事例等を記載した相談員マニュアルを作成した。 

  

ⅱ）空き家相談員研修の実施 

    空き家相談員の研修を 2 月 6 日に、テキストはⅰ）の空き家相談マニュアル速報版から抜粋して

実施した。 

 

②相談業務に必要となる基礎情報調査 

ⅰ）空き家関連事業者及びサービス内容の把握 

管理（管理代行サービス）・売買（買取再販）・賃貸（サブリース）・住み替え（JTI、空き家バン

ク）に係るサービス概要・事業者概要について、インターネットによる情報収集やヒアリングによ

る調査を実施し、概況をまとめた。 

 

ⅱ）空き家所有者等の実態把握 

空き家所有者に対して、空き家になった理由と空き家の状態で所有している理由や、住み替えの

実態や意向等を、大阪府の行政に関係するインターネットを活用したアンケート制度：おおさか

Ｑネットで調査した。 

 

ⅲ）他府県における空き家相談等の取組実態の把握 

空き家相談体制を構築するに当たり、空き家相談に先駆的に取り組み、実績を持つ団体、法人に

空き家相談活動をヒアリング調査した。 

 

③空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

消費者、空き家所有者向けに、空き家管理、利用の啓発目的と、空き家の相談に多くみられる空

き家管理、活用の意識の低い相談者を想定して、空き家相談を効果的に実施するために 

次の「見える化」ツールを作成した。 

①空き家適正管理・利活用 啓発冊子「住まいのお手入れ」 

②空き家所有者向け「空き家の適正管理＆点検ポイント」 

③空き家相談者向け「あなたの空き家ご相談は？」 

④大阪の空き家管理・活用 相談質問 100  

 

④相談事業の実施 

空き家相談体制を整備し、空き家相談を実施した。 

併せて、空き家相談の普及を目的に、多様な機会を活用して空き家管理の情報を発信した。 

 

⑤相談を通じて必要とされる空き家等の診断、調査体制の整備 

空き家活用に必要な空き家インスペクションを実施する「インスペクター」の研修を実施した。 
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２）事業の手順 

事業は図 1の手順により進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 事業概要と手順 

 



4 

 

（２）事業の内容 

 ① 相談員の研修・育成 

ⅰ）空き家相談マニュアルの作成 

・これまでの新築、リフォーム、売買等の住宅相談の対応資料や空き家関連の資料、課題、問題点等

を整理し、検討会等で検討を行いマニュアルを作成した。 

・空き家の定義、空き家の現状、国や地方自治体の動き、条例、支援制度等の紹介は、相談員として

の共有認識に必要な内容として取り上げた。 

空き家相談の実際、適正管理メニュー、利活用の方法等、相談事業のコンプライアンス、対応のポ

イント、注意点は、空き家相談員が実際に必要な内容であり、特に空き家相談を効果的に行うには

相談者の相談内容を「見える化」することが効果的と考え、マップや質問 100を作成した。 

又、相談の具体的事例の Q＆Aを紹介することで、空き家相談マニュアルの理解を進めた。 

・相談員は、建築士や不動産関係者、建築関係者などそれぞれの得意分野でそれぞれ相談を担当して

いたが、今回の空き家相談は複合相談も多く存在することから相談を「見える化」し、複合相談に

対応できるようにマニュアルに入れるとともに参考資料とを作成した。 

 

図 2 空き家相談マニュアル 目次                  図 3 空き家相談マニュアル（抜粋） 
空き家相談の流れ 

 

１、大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業の基本 
（１）事業の目的、理念  

（２）相談事業のコンプライアンス 

（３）活動の基本 
（４）空き家相談員について 

 

２、空き家・相談基礎知識 
（１）空き家の定義と現状 

（２）大阪府の空き家の現状と課題 

 
３、空き家の適正管理と活用 

（１）国・自治体の空き家関連支援制度と動向等 

（２）大阪府の空き家関連の取り組み 
（３）除却費 

（４）空き家と税金  

（５）空き家活用情報 
 

４、空き家の適正管理と利活用促進に向けて 

（１）空き家管理サービス事業の現状と課題 
（２）空き家管理サービス事業の現状と今後 

（３）空き家の活用の現状と展望 

 
５、空き家相談の実際 

（１）空き家問題の解消へ課題と解決 

（２）空き家相談の流れ 
 

６、知っておきたい空き家管理相談関連知識 

（１）空き家権利関係：登記＆隣地境界 
（２）隣接地土地境界との明確化は、 

土地取引を円滑に行うために必須 

（３）資料 建築関係 
 

７、空き家相談事例集 

 
８、参考資料 

（１）空き家バンク 

（２）各種支援リスト 
（３）空き家相談関連団体＆業者リスト 

 

参考文献 

 



5 

 

ⅱ）空き家相談員研修 

事業構成 3 団体と事業支援 3 団体の相談員及びサポータを対象に空き家相談員の連携に必要な情報

と、情報共有のために 2月 6日実施し、空き家の相談に横断的に対応できる体制を構築した。 

目的は、事業構成団体、連携団体の情報共有と相談員のスキルアップにより、空き家相談を効果的に

行い、大阪の空き家適正管理と活用の推進により、大阪の街の活性化を図る。 

 

①日 時：平成 26年 2 月 6日（木） 13：30 ～ 16：45 

②会 場： エルおおさか 研修室 3（大阪市中央区北浜東 3-14） 

③参加人数： 合計 25名  

④プログラム 

・大阪空き家管理 委託事業の解説と説明  大阪府住宅まちづくり部居住企画課  

・空き家適正管理の現状と課題       ＮＰＯ法人住宅長期保証支援センター 空き家部会 

・空き家相談の実際 相談ツールと利活用参考資料について 

                       ＮＰＯ法人住宅長期保証支援センター 空き家部会 

・空き家の権利、登記           司法書士 

・空き家の権利 土地境界について     土地家屋調査士 

・構成、連携団体の相談活動の発表     各団体相談責任者 

⑤参加者の質問、意見 

・相談員として相談事例の具体的Ｑ＆Ａが数多く欲しい。今後、事例をストックしていく事が大切。 

・密集市街地の空き家や値打ちがある空き家等、実際の空き家の写真があるとイメージしやすい。 

・遺言書作成や登記など各手続きにかかる期間や費用などが、参考情報としてあると良い。 

・空き家活用の「転用」で、住宅以外の転用への課題や解決方法事例があると良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談業務に必要となる基礎調査 

空き家の管理、売買、賃貸、住み替えに係るサービス概要・事業者概要について、インターネットに

よる情報収集やヒアリングによる調査を実施し、概況をまとめた。なお、住み替えについては、国・自

治体等の代表的な施策として、ＪＴＩによる住み替え支援制度と府下の市町（河内長野市・豊能町）で

実施されている空き家バンク制度について、既往資料やインターネット等により概況を把握した。 

写真 2 団体代表による発表 

写真 1 研修会風景 

写真 3 団体代表による発表 
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ⅰ）空き家関連事業者及びサービス内容の把握 

管理（管理代行サービス）・売買（買取再販）・賃貸（サブリース）・住み替（JTI、空き家バンク）に

係るサービス概要・事業者概要の実態を把握する目的で、インターネットによる情報収集やヒアリング

による調査を実施し、概況をまとめた。 

特に「空き家管理代行」については、そのサービス内容や価格等についてリスト化した（表 1、2参照）。 

その上で、各ビジネスについて、特に取組んでいると思われる事業者を複数ピックアップし、ヒアリ

ング調査により各ビジネスの実態や府内の市場動向等が把握出来た。 

ヒアリング調査は、管理代行サービス事業者 2 社、買取再販 3 社、サブリースはグループヒアリング

（19社）により実施し、調査により把握した各ビジネスの概況を以下にまとめる。 

 

ⅰ）-1 管理（管理代行サービス） 

・インターネット検索によると、府内で空き家管理代行を行う事業者は、全 20事業者確認できた。不動

産業者を主とする事業者が最も多く 9 事業者あり、大半が在阪事業者である。次いで、警備業を主と

する事業者が 3事業者みられ、いずれも全国展開の事業者である。 

・サービス内容については、不動産業を主とする事業者は、外回りの確認等の室外業務だけでなく、通

風・通水、清掃等の室内業務も含めて対象とする者が多いことがわかった。警備業を主とする事業者

は、外回りの確認や郵便物等の確認等の室外業務を中心とするサービスが多く、自社のホームセキュ

リティサービスのオプションとしてのみサービスを実施している社もあった。 

・ヒアリングは、不動産業者を主とする事業者、警備業を主とする全国展開の事業者より各１社を対象

とした。ヒアリングによると、事業実績はまだ少なく、空き家所有者への直接的な働きかけ（営業）

の難しさが認識されており、今後の空き家増加に伴うマーケットの拡大に向けて、空き家所有者への

啓発が課題といえる。 

 

ⅰ）-2 売買（買取再販） 

・仲介事業者を中心に広く取組みが行われている。 

・平成以前の戸建住宅や狭小な戸建住宅、3 階建住宅は、瑕疵や違法建築の恐れ等から取り扱いが困難

と判断される場合もある。将来的に、質の良い住宅が中古物件として出てくるようになれば、マーケ

ットはよくなるとの意見もあった。 

・再販に伴うリフォームの内容は、内装・水回りが基本とのこと。ヒアリング調査した事業者ではイン

スペクションは行われていない。 

 

ⅰ）-3 賃貸（サブリース） 

・個人所有の戸建住宅のサブリースは、瑕疵や違反建築の恐れ等からリスクが大きい、特に古い物件の

場合、修繕費用が高く家賃収入等で回収できない、特に庭や植木がある場合、維持管理費用が高く家

賃収入等で回収できない、といった点で事業性の面で対象とはなりにくいという声が多い。実績はマ

ンションに比べて少ないとのこと。 

・住宅以外（グループホーム等）での活用の可能性は考えられるとの意見もあった。 
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表 1 事業者概要、サービス内容・価格等一覧 
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表 2 事業者概要、サービス内容・価格等一覧 
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ⅰ）-4 住み替え①（市町村の空き家バンクの開設状況と登録状況等の把握） 

・府内では、河内長野市と豊能町で開設。登録件数は、河内長野市で 3件、豊能町で 0件。 

・前述の市町での課題分析はできていない。 

・全国的な制度運営上の課題としては、登録数が少ない、物件情報の更新が十分に行えていない、人員

不足による問合せ・相談への迅速な対応ができないという意見が多い。 

   

ⅰ）-5 住み替え②（マイホーム借上げ制度活用による住み替え実績） 

・府内における実績として、制度問い合せ件数が 328 件。問い合わせが実際の制度利用（募集開始）に

つながる割合は 5.2％で、全国平均（3.2％）に比べて高い。 

・実際に入居者が決定したのは、累計 14件で、募集開始件数の 8割強。 

・制度を利用する際に必要な協賛事業者は、府内で 14事業者（平成 26年 2月時点） 

・制度の課題については、利用者（所有者）にとっては、耐震改修工事などの費用負担、事業者にとっ

ては、協賛事業者となるための協賛金の負担や手続き書類の増加といった手間があげられる。 

 

ⅱ）空き家所有者等の実態把握  

空き家保有の理由や課題、行政への期待等の空き家所有者の意向等を把握して、空き家相談や空き家

セミナーで的確に対応し、空き家の活性化につなげることを目的として、大阪府が平成 26 年 1 月に実

施した空き家所有者・住み替え意向者を対象としたアンケート調査結果を整理・分析した。 

 

【調査の概要】 

・実施期間：平成 26年 1 月 22日（水）～28日（水）7日間 

・実施方法：インターネットアンケート（おおさかＱネット） 

・回答者数「空き家利活用」に関するアンケート：1,790名／2,620名（回答率 68.3％） 

「住み替え意向」に関するアンケート：1,771名／2,620名（回答率 67.6％） 

 

ⅱ）-1 空き家所有者の実態・意向 

・空き家所有者は、「高齢」「高年収」の層で多く見られ、「親からの相続」による空き家が半数。 

・自身が住んでいる住宅以外に所有している者（空き家等の所有者）を対象に、「空き家」と「居住者あり

住宅」で比較すると、「築年数が古い」ほど、「延べ床面積が大きい」ほど、「駅から“徒歩５～10分”を

境に、そのエリアよりも駅近、あるいは駅から遠くなる」ほど、「空き家」の割合が高い傾向である。 

・空き家管理代行サービスの関心は高いとは言えず、特に委託費用の面で懸念が見られる。事業者やサー

ビス内容等の情報不足・知識不足への懸念も見られる。興味がある人の 57％は、委託金額 5,000 円未満

なら委託したいという回答。（なお、大阪府内における空き家管理代行サービスは、大半が 5,000円以上

（5,000円未満は 20社中４社のみ）） 

・空き家所有者のうち、売却・譲渡、賃貸等の募集を「特に何もしていない」が 101件（84％）。そのうち

半数が今後も「したくない・できない」。「貸したくない・できない」理由は、賃貸業務のわずらわしさ

が多く、「売りたくない・できない」理由は、将来利用意向があることや、一時的なわずらわしさが多い。 

・空き家等の所有者の空き家活用の心配事としては、手続き等の手間やリフォームの必要性に対する懸念

が見られる。「空き家」より「居住者あり住宅」の方が手続き等の手間を中心として全体的に懸念割合が

高い。 

・行政に期待する支援サービスとして、「空き家」所有者の期待が高いのは「相談窓口の設置」「空き家利

活用マニュアル」「改修費用に対する補助」。 
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ⅱ）-2 住み替え意向者の実態・意向 

・住み替え意向者のうち、中古住宅購入意向者（「中古のみ希望」＋「新築希望だが良い物件があれば中古

でもいい」）は半数弱（46％）。年収 400～800万円未満の層が中古住宅の主要購入層と考えられる。 

・中古住宅の購入にあたって、住宅性能や瑕疵の有無に不安を感じている人が多い。中古のみ希望者に比

べ、中古でもいい希望者はその傾向が強く、全体的に不安を感じている割合が高い。 

・インスペクションや瑕疵保険、住宅履歴情報といった関連制度を知っている人の方が、性能や瑕疵への

不安が低い傾向が見られる。 

・行政に期待する支援サービスとして、戸建て住宅希望者は、融資、補助金等の経済的支援が最も多く、

物件情報の提供が続く。マンション・アパート希望者は、物件情報の提供が最も多く、融資、補助金等

の経済的支援が続く。 

 

ⅱ）-3 空き家所有者（供給側）・住み替え意向者（需要側）の認識の差 

・空き家所有者は、住宅を売却するにはリフォームが必要という認識であり、それが空き家を売却する際

の懸念事項ともなっているが、住み替え意向者（中古住宅購入意向者）のなかには、殆ど修繕されてい

ない住宅をリフォームを前提として購入するニーズも一定ある。 

・インスペクションや保険、住宅履歴情報等は、住み替え意向者（中古住宅購入意向者）に比べ空き家所

有者の認知度、関心度が低い。 

表 3 空き家所有者、住み替え意向者（中古住宅購入意向者）の売買時のリフォーム意向 

 費用 

負担 

売買 

価格 

空き家所有者 

（N=68） 

住み替え意向者 

（中古住宅購入意向者、N=253） 

リノベ済み

住宅 
売主 

 

高い 

貸主・売主が費用負担して

大規模な改修を行う 

 

6％ 

周辺の中古住宅より高い価格設定であ

るが、売主が費用負担して、住宅全体の

リノベーションがなされた住宅 

19％ 

修繕済み住

宅 
売主  

貸主・売主が費用負担し

て、修繕等をある程度行う 

41％ 

売主が費用負担して、修繕等を行い、周辺

の中古住宅と同水準の価格設定である中古

住宅 

52％ 

修繕されて

いない低価

格住宅 
買主 低い 

貸主・売主は殆ど修繕を行

わない 

53％ 

売主が売却前の修繕を殆ど行わず、周辺

の中古住宅より低い価格設定である中古

住宅 

29％ 

 

表 4 関連制度の認知度、関心度 

 制度の認知度 制度の関心度 

 空き家所有者 住み替え意向者 

（中古住宅購入意向） 

空き家所有者 住み替え意向者 

（中古住宅購入意向） 

インスペクション 27％ 45％ 28％ 92％ 

中古住宅瑕疵保険 18％ 37％ 24％ 86％ 

住宅履歴情報の蓄積 19％ 40％ 32％ 91％ 
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③空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

空き家所有者へ適正管理と活用促進に向けての判断を助け、効果的な相談を実施するには課題や 

解決の見える化が必要と「見える化ツール」を作成した。 

このツールを活用することで相談者の悩みや課題等が見える化し、相談者とのコミュニケーションがスムー

スに行え、的確にアドバイスや提案が出来ると考えている。 

 

ⅰ）住まい・空き家の適正管理に必要な維持管理啓発資料の作成 

戸建住宅の住まいの管理意識の低さが「空き家の管理の低さ」につながっていることから、 

家・住まいは手入れが必要、管理が当然と啓発する具体的なものとして下記を作成した。 

1）空き家適正管理・利活用 啓発冊子「住まいのお手入れ」 作成 

2）空き家所有者向け「空き家の適正管理＆点検ポイント」  作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 住まいのお手入れ表紙 図 5 住まいのお手入れ 
点検チェックリスト 

図 6 住まいのお手入れ 
ロードマップと連携 

図 8 建物点検チェックポイント 

 

図 7 空き家の適正管理 
＆点検ポイント表紙 

図 9 不具合事例写真 
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ⅱ）空き家相談者向けチャート、空き家管理・活用に関する質問 100等の作成 

空き家所有者、相談者に特徴的な「空き家をどうしたら良いのか？ 時機の到来(多分死去)したら相続

人がなんとかするだろう」等という解決の先送りの方々に対して、住宅は個人財産としての位置づけだけ

でなく地域社会を構成する建物(住宅)としての認識、気づきを促し、管理や活用を促進する目的で下記を

作成した。 

1）空き家相談者向け「あなたの空き家ご相談は？」 

2）大阪の空き家管理・活用 相談質問 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 あなたの空き家ご相談は？（相談者向けチャート） 

表 5 大阪の空き家管理・活用 相談質問 100 
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ⅲ）空き家相談の選択肢を見える化したロードマップ作成 

面談による消費者の空き家相談は、新築やリフォーム相談に比べて的を絞ってアドバイスや提案する

までに非常に時間を要する。そこで、相談員、相談者ともに選択肢を見える化したロードマップを作成

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）登記、相続等、権利に関わる啓発チラシを作成 

空き家解消、活用に欠かせない特徴的な権利関係の啓発の為、「空き家の権利関係」チラシを作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 空き家発生から利活用へのロードマップ 

図 12 空き家の権利関係チラシ 
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ⅴ）ホームページの作成 

空き家所有者向け情報提供ツールのひとつとして、大阪の住まい活性化フォーラム 住まいの相談・

評価部会設立準備会 事務局の NPO 法人住宅長期保証支援センターＨＰ上に空き家専用ページを開設。

空き家相談窓口の設置、空き家相談会やセミナーの開催、空き家相談 Q&A、大阪府空き家インスペクタ

ー等、情報提供と周知を行った。 

 

 
図 14 空き家ＨＰ 事業概要 

 

図 15 空き家ＨＰ Ｑ＆Ａ 

 

図 13 空き家ＨＰ 事業体制 

 

図 16 空き家ＨＰ 大阪府空き家インスペクター 
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⑤ 相談事業の実施 

空き家相談事業は、空き家相談研修後各連携団体で体制を整え、ＨＰに告知し、相談体制をスタート

させ、以下のように実施した。 

 

ⅰ）常設相談窓口の設置（３箇所）と相談対応 

・相談窓口は、NPO法人住宅長期保証支援センター、（一社）関西住宅産業協会、（一社）関西建設業協議会

の３箇所とし、今年度は担当エリアを決めず、３団体が府下全域での相談に対応した。 

各団体の相談対応内容は以下のとおり。 

①NPO 法人住宅長期保証支援センターは、会員の業種が多様であるため、管理・売買・賃貸・解体・

インスペクションに対応。常時空き家相談を受け付け、応対するだけでなく、今年度は試行的に空

き家相談窓口の告知と推進を目的として空き家相談を土曜日 3回実施。 

②（一社）関西住宅産業協会は不動産事業がメインであるが、構成員は建設業許可を持つ会員も多く、

相談のなかで管理・売買・賃貸・解体・インスペクションを対応 

③（一社）関西建設業協議会は工務店会員が中心の為、管理・解体・インスペクションに対応。 

・なお、支援団体は主に以下の役割を担当した。 

① (公社)大阪府建築士会は、相談とインスペクション(耐震診断含む)を担当。 

②（公社）全日本不動産協会大阪本部は、売買、賃貸相談の他にも、管理、解体、インスペクション

を受けられる体制を整え、相談を受け付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家相談実績 

・ 8件相談の内訳は、相談会 3件、・電話相談 4件、メール 1件を実施した。 

 

 図 17 相談体制図 

表 6 相談窓口と役割 

 団体名 相談 管理 売買 賃貸 解体 ｲﾝｽﾍﾟｸ
ｼｮﾝ 

窓
口
団
体 

NPO法人住宅長期保証支援センター 

      TEL：06-6941-8336 
● ● ● ● ● ● 

(一社)関西住宅産業協会 

      TEL：06-6313-0321 
● ● ● ● ● ● 

(一社)関西建築業協議会 

      TEL：06-6941-2525 
● ●   ● ● 

支
援
団
体 

(公社)大阪府建築士会 

      TEL：06-6947-1961 
●     ● 

(公社)全日本不動産協会大阪府本部 

      TEL：06-6947-0341 
● ● ● ● ● ● 
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ⅱ）主な空き家相談内容 

 連携団体の事務所内で面談、電話、メールの空き家相談体制を整え、電話とメール相談に対応した。 

相談実績は電話相談が 3 件、メール相談が 1 件、相談会での相談が 3 件の計 8 件で、相談者の内訳は空き

家所有者本人が 7件（管理 1、売買 1、その他 1、複合 4）、所有者本人以外が 1件（賃貸）であった。（表 9 

空き家相談実績一覧参照） 

 

表 7  管理に関する相談事例 

相談者 40歳代 男性 

空き家所在地 東北地方 

住所（居住地） 大阪府内 

主な相談内容 

・故郷で一人暮らしをしていた母親が亡くなった。相続したが、遺言で、先祖代々守

ってきた家なのでできれば売らずに家を残しておいて欲しい、と親から言われてい

たし、老後に自分が住むかもわからないので、まだ売却したくない。 

・他人に貸すと返してもらえない不安があるので貸したくない。故郷は東北で、仕事

も忙しく年に 1回も行けない。どうしたらよいか？ 

相談時の対応 

・空き家管理代行サービスの存在と空き家所在地のサービス事業者の調べ方等を情報

提供した。 

・賃貸に不安を持たれているので、定期借家契約の情報を提供した。 

 

表 8   除却に関する相談事例 

相談者 40歳代 男性 

空き家所在地 兵庫県内 

住所（居住地） 大阪府内 

主な相談内容 

・妹が夫を亡くして、その夫所有の住宅(昔貸していたが修理費用がかさむので今は空

き家)が朽ちかけている。 

・解体しないといけないのだが、解体費用は高いと聞いている。解体費用はどの程度

か。 

・また、天井裏に石綿を吹き付けていると聞いており、解体時のアスベストの処理方

法はどうしたらいいのか。 

相談時の対応 

・解体費用は前面道路がトラックの横付け可能か否かなど、条件によって費用が異な

る等を含めて情報提供した。 

・アスベストに関しては、飛散防止の処置や処分も府外の最終処分場に持ち込んだり

する場合の事前協議手続き等で費用が異なる等を情報提供した。 

・また、当該自治体に解体費用の助成金制度の有無について確認するよう話した。 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9 空き家相談実績一覧 
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ⅲ）消費者向けセミナー及び相談会その開催 【河内長野市共催】 

空き家バンクを開設している河内長野市との共催によるセミナーを２月２２日に開催し、セミナー

と空き家相談会を実施した。 

 

ⅲ）-1 住まいのお手入れ・空き家の有効活用セミナー 

ア タイトル：住まいのお手入れ・空き家の有効活用セミナー暮らしエンジョイ！！  
イ 日 時：平成 26年 2 月 22日（土）セミナー13：30 ～ 16：00 個別相談会 16：00 ～ 16：50 

ウ 会  場：河内長野市役所 別館 2階（大阪府河内長野市原町一丁目 1番 1号） 

エ 参加者：18名 

オ プログラム 

・住まい（空き家）の現状と課題            河内長野市 都市建設部まちづくり推進室 

・空き家の管理と解消及び活用にむけて～次世代に先送りしない不動産登記等       司法書士 

隣地境界等     土地家屋調査士 

・住まいのお手入れ・空き家の有効活用について   NPO法人住宅長期保証支援センター空き家部会      

・河内長野市の住宅施策に関する補助制度等について   河内長野市 都市建設部まちづくり推進室 

 

ⅲ）-2 相談会の開催 

相談会は、河内長野市、司法書士、土地家屋調査士、木造建築士、大阪府リフォームマイスター相談員、 

NPO 法人住宅長期保証支援センター空き家部会の計 6 名で対応し、当日の相談は 3 件、空き家に関する相談

は 2件だった。 

相談者や相談の概要は、表 15、16のとおり。 

 

表 10  相談会の相談概要 

相談者 70歳代 ご夫婦 

対応者 NPO法人住宅長期保証支援センター空き家部会、土地家屋調査士 

空き家所在地 大阪市内 

住所（居住地） 河内長野市 

主な相談内容 

自宅は河内長野市、築 50年の大阪市内に所有の長屋建が空き家に。以前は賃貸人がい

たが、ここ 8 年ほど空き家になっている。一昨年から売って欲しいと数社から郵便や

電話が入るが、不動産業者が信用できない。どうしたら良いのか決心がつかないが、

夫婦とも 70台に入り、やはり考えなくてはと思って、河内長野市が主催と知り、今回

参加した。 

相談時の対応 空き家のロードマップで説明、継続情報提供 

 

表 11  相談会の相談概要 

相談者 60歳代 女性 

対応者 河内長野市、司法書士、大阪府リフォームマイスター相談員 

空き家所在地 河内長野市 

住所（居住地） 河内長野市 

主な相談内容 

賃貸に出していた家が 1 年ほど前から空き家に。二世帯住宅にも出来る広さがり、い

つでも貸せるようにリフォームしているが、駐車場が無いので借り手が見つからない。

この春に借手がないなら売却を考えているが、主人もいなく相談する人が居ない。 

相談時の対応 河内長野市の空き家バンクに登録、引き続き情報提供。 
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ⅲ）-3 空き家事業者向けセミナー 

空き家管理を多様な機会を活用して情報発信し、空き家相談の受け皿の一つとして空き家所有者との接点

がきわめて近い事業者セミナーを開催した。 

 

ア）タイトル：空き家管理活用相談事業に向けて 

イ）日  時：平成 26年 2 月 26日（水） 13：30 ～ 16：30 

ウ）会  場：住宅金融支援機構近畿支店 すまい・るホール（大阪市中央区南本町 4丁目 5番 20号） 

エ）参 加 者：33名 

オ）プログラム 

・ 空き家の現状と課題                  大阪府 住宅まちづくり部居住企画課 

・ 空き家の相談体制と相談対応等            NPO法人住宅長期保証支援センター 

空き家部会 

・ 空き家管理前におさえておきたい権利・登記関係等      司法書士 

・        〃       隣地境界等       土地家屋調査士   

・ 連携団体相談事業 情報交換              4団体空き家相談関係者 

 

カ）参加者のコメント 

・多くの他社事例、サービスメニュー価格内容の情報が欲しい。 

・トラブル処理、対応のアドバイスが欲しい。 

・地域活性化協議会との連携で空き家管理を想定しているが、 

どのような相談連携スキームがあるか。 

・老朽賃貸マンション等の建物再生事業のビジネスを 

考えているが、借家人の住まいの相談の受け皿が欲しい。 

・低所得高齢者住宅事業と空き家相談に参入したい。 

 

写真 5 相談風景 

 

写真 4 セミナー風景 

 

写真 6 会場風景 
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（６）空き家等の診断・調査体制の整備（住宅インスペクション実体験研修の開催） 

・空き家インスペクターの体制は、大阪市、堺市、東大阪市では NPO法人住宅長期保証支援センターでは整

備していたが、今回自治体で空き家バンクを持つ河内長野市と豊能町を中心に大阪府全域を対象にしたイ

ンスペクターを育成することを目的として、建築士有資格者を対象に、インスペクションの講習と実体験

研修を行った。なお、インスペクターの告知は当フォーラムのＨＰで告知した。 

  

１）日 時：平成 26年 1 月 24日（金）13：00 ～ 17：00   

会 場：座 学 ：花博記念公園ハウジングガーデン センターハウス 2階 

現 場 ：Ｋ邸 大阪市鶴見区浜  1994年建築、混構造 3階建(延床 96.29㎡) 

参加者： 22名（全員 建築士） 

２）カリキュラム 

① インスペクションポイントと現場の作図、計測機器類の使い方等        一級建築士、二級建築士 

② 空き家にてインスペクション実体験                              〃      〃 

     ※調査診断記録に間取り、不具合や劣化を記載 

     講師による解説と質疑応答を実施 

③ 「既存住宅インスペクションガイドライン」の説明                          一級建築士 

④  インスペクション実体験 確認                             一級建築士、二級建築士 

⑤ 質疑応答 

   ※インスペクションの定義、費用等の質疑応答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まとめ 

３、事後評価 

 

 

３．事後評価 

（１）相談員の研修・育成 

・相談員研修等を通じて関係者全体が空き家をとりまく現状・課題を認識し、相談事業内容や各々の役割

を理解することができ、目標どおり 3箇所の相談窓口を設置し相談体制を構築することができた。 

・本事業の実施を通じ、大阪司法書士会など関係団体との新たな連携をスタートすることができた。 

・相談マニュアルについては、検討会、研修会、セミナー等の検証を通じて一定作成することができたが、

管理サービスや空き家の活用の具体的情報、トラブル事例などの点については十分に盛り込むことがで

きなかった。 

 

（２）相談業務に必要となる基礎情報調査 

・空き家をとりまく関連ビジネス等の概況については調査により把握することができた。しかし、特に空

き家管理代行事業者については、ヒアリング調査した事業者の事業実績が少なく、相談者へのサービス

についての詳細な情報提供にあたっては十分とはいえない。 

写真 7 座学風景 写真 8 空き家会場 写真 9 空き家インスペクション風景 



21 

 

・アンケート調査によると、空き家所有者の管理サービスへの関心は低く、コストの負担への懸念や、サ

ービスや事業者に関する情報不足への懸念もみられ、周知啓発が必要であり、負担を感じない効果的な

周知啓発について検討が必要である。 

 

（３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

・空き家等所有者への情報提供に資する資料については、初版資料としては写真やイラスト等を使い消費

者に分かりやすく、親しみやすいものができたと考えているが、消費者への配布は一部にとどまり、ま

た、実際の相談にはほとんど活用できなかった。今後、活用を通じて、相談者や相談員の意見からより

良いものへ更新していく。 

 

（４）相談事業の実施 

・問い合わせ件数は、目標値 20 件に対して実績は 8 件と、目標には及ばなかったが、相談対応件数は、

目標値 5件に対し、実績は問い合わせ件数と同様の 8 件であった。インスペクションの相談・依頼はな

かった。相談実績がそれほど伸びなかったのは、相談窓口自体の周知や、消費者セミナー開催の周知が

不十分であったと考えられる。 

・1市のみであるが消費者向けセミナーの開催により、府民に空き家の適正管理や活用の意義、管理ビジ

ネス等について啓発することができ、相談窓口があることも知ってもらえた。 

また、１市とはいえ、限られた時間の中で共催することができ、当該市との継続的な連携や、他の市町

村との連携方策を考える上でのきっかけとすることができた。 

 

（５）空き家等の診断・調査体制の整備 

・今年度実施の研修会において、国交省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の活用等により、

インスペクションにあたっての留意事項や報告書のポイント等は周知することができた。 

・インスペクターを派遣できる体制が整ったが、相談案件で派遣までは至らなかった。 

・診断・調査体制については、住宅長期保証支援センターの実体験研修のノウハウの活用により、研修は

予定どおり実施でき、22 名が受講・インスペクターとして登録し、診断・調査の体制を一定構築する

ことができた。この経験により、研修に参加した他の団体においても今後の研修実施のノウハウの習得

につながったといえる。しかし、診断等のルールについては時間的に余裕がなく検討がほとんどできな

かった。 

 

 

４．今後の課題 

（１）相談員の研修・育成 

１）空き家相談マニュアル 

・今年度作成した空き家相談マニュアルは、特に空き家管理事業や空き家活用の成功事例が不十分であり、

これらの点について検討し、継続的に見直していく必要がある。 

 各地で実施されている空き家関連活動、事業の情報を収集し、活用の事例と空き家事業のトラブル事例

の充実を図かり、追記の予定。空き家相談事例はその内容により分類して追記する。特に複合相談につ

いては、記載の工夫、相談の成果につなげるためにビジネス実施団体や事業者との連携事例の記載も必

要と考える。 

・また、このマニュアルを元に、市町村の職員向けの空き家相談マニュアルについても、その必要性や内

容について検討し、市町村との連携を具体化していく。 
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・共通ルール、標準的な規約や契約等のひな形が掲載できなかったので、今後関係団体で協議検討し、次

年度に追記の予定である。 

 

２）相談員研修 

 ・相談員研修、事業者研修で一定レベルの研修は出来たが、コンプライアンス等も含めて、相談員、事業

者ともにスキルアップ研修が必要である。 

 ・相談員研修は、定期講習会やスキルアップ講習会、コニュニケーション講習会の継続実施が必要である。 

・ 先駆的に取り組んでいる事業者の具体的事例発表や相談員によるロールプレイも効果的であり、取り入れた

い。 

  

（２）相談業務に必要となる基礎情報調査 

・府内の空き家管理事業者の概況は把握できたが、ヒアリングができたのは 2社のみであるため、相談者

へより具体的に事業者やサービス内容、留意点について情報提供するためには、さらなる調査等により、

サービスの実態（コスト、課題認識、契約方法、トラブルの有無等）について把握する必要がある。ま

た、調査を通じて、府民の認知度の向上やビジネス普及のために必要な方策について検討する必要があ

る。 

 ・他府県の空き家事業者、空き家活動団体との情報交換が 3件できたが、相談の質を上げるためにも情報

収集と連携に向けての活動が効果があると考える。 

 

（３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

・空き家の建物としての活用の具体的事例の紹介とともに、家は自己財産としてのほかに地域の景観やま

ちの構成建物としての意識啓発の内容をブラッシュアップして充実する。 

・消費者が信頼を置く地元市町との連携の実施をすすめる。 

 

（４）相談事業の実施 

・空き家所有者に如何に情報提供するアプローチを探りたい。 

 ・また、今後空き家となる「空き家予備軍」への空き家管理の啓発とともに空き家適正管理、活用への啓

発促進が必要である。 

・事業者の空き家への取組にも大きな温度差があり、この温度差の解消を事業者間情報交換やセミナー等

で図り、空き家市場を活発にしたい。 

・空き家の管理、利活用ともネットワークが事業の成功のカギとなるので、信頼するネットワークを構築

することである。 

・特に高齢者施設、旅行業等の異業種とのネットワークを事業者セミナーや相談会を通じて構築すること

が、空き家管理と利活用のキーのひとつになると考える。 

 ・相談者の「空き家」が開催地に無い場合の情報提供や対応の準備が必要。 

・空き家所有者の参加の企画と告知の消費者セミナーは、今回市の広報紙に掲載後、実質 19日の広報期

間で参加者数が 18人と伸びず、短期間の告知では地域への波及効果は高いといえないため、周知や波

及効果を高めるには、市町村との連携方策を検討するとともに、告知期間を考慮し、市との協議は開催

日より 3～4ケ月の準備期間が必要である。 

・空き家の相談、管理、活用の促進は、啓発ツール、セミナーのテーマ、内容等も含めて、相談活動を

通じて実施した活動を検証し、消費者の納得度を高めるようブラッシュアップが必要である。 
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（５）空き家等の診断、調査体制の整備 

・標準的な報告書や契約、消費者対応の留意事項、費用について、必要性も含め共通ルールの検討をす

ることができなかったため、次年度に検討する必要がある。 

・インスペクション自体の認知度が低く、引いては利用低いため、消費者のインスペクション利用に向

けてその意義や内容等について情報提供の告知内容や方法が課題であり、消費者視点に立つ更なる工

夫による普及啓発を図る必要がある。 

 

 

５．今後の展開 

平成 25年度の空き家相談は、大阪の住まい活性化フォーラム住まいの相談・評価部会設立準備会であり、

構成団体にそれぞれ相談窓口を設置したが、平成 26年度は、大阪の住まい活性化フォーラム住まいの相談・

評価部会が正式に発足し、空き家相談活動が本格化する。このことにより、空き家相談数が増加するため、

連携先となる参加団体を増やす。 

併せて、空き家相談に欠かせない自治体との連携を進めるために、大阪の住まい活性化フォーラムの特別会

員である自治体の空き家相談員マニュアルの整備を図り、連携を強化して、空き家相談業務を実施すること

により、空き家等の活用の促進や関連ビジネスの認知度の向上につながるよう、事業計画をたてる必要があ

る。 

また、相談業務のＰＲ等を通じて空き家の適正管理や活用について府民等の意識をより高めていくた 

めに、市町村との連携方策についても検討する。 

 

（１）相談員の研修・育成 

・空き家相談の増加に対応するため、空き家相談員を新規に研修する。尚、相談員は、大阪の住まい活性 

化フォーラム住まいの相談・評価部会の連携参加団体所属の建築士、宅建主任者、インテリアコーディ 

ネータ、福祉住環境コーディネーター、司法書士、土地家屋調査士等々が対象である。 

・相談員の更新講習会は、相談マニュアルをブラッシュアップした内容と、相談員コンプライアンス講習

会を実施する予定。 

 ・相談マニュアルはブラッシュアップするとともに、行政担当者向けのものを作成予定。 

  

（２）相談業務に必要となる基礎情報調査 

・相談者へのより具体的な事業者やサービス内容、留意点等の情報提供のため、また、府民の認知度の向

上、ビジネス普及の必要な方策検討のために、府内外の空き家事業者、空き家活動団体へさらなる調査

やヒアリング等を実施し、サービスの実態（コスト、課題認識、契約方法、トラブルの有無等）等につ

いての情報収集等を行う。 

 

（３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

 ・増加していく空き家適正管理、利用事業社リストの充実を図る。 

 ・空き家相談に多く見られる相談者の居住地と空き家の存在地が他府県に離れている例も多く、他府県に

居住して、空き家が大阪府内にある案件の相談や、大阪府内の空き家の活用に他府県の空き家活用者に

も情報発信が必要とであるため、空き家相談の情報発信に工夫や資料が必要である。 

  又、空き家相談や活用は、事例に学ぶことも多くあり、先進地域の情報収集して参考資料とする。 
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（４） 相談事業の実施 

・空き家相談窓口は、大阪の住まい活性化フォーラム住まいの相談・評価部会の連携団体にそれぞれ設置 

して対応する。 

・常時連携団体は、空き家相談員が対応し、時に相談案件に必要な専門家を案内紹介する。 

・多くの専門家による空き家相談会を５月の消費者月間、10月の住月間等に開催予定。 

 ・連携団体による相談事例の勉強会、情報交換会を実施し、相談員のスキルアップ、情報の共有化を図る。 

 ・ＨＰによる相談事例の情報発信を充実。 

 

（５）空き家等の診断、調査体制の整備 

 ・空き家を購入する消費者が、空き家に持つ不安や不信を解消するためにインスペクション(調査診断) 

を行う。インスペクションにより、消費者に分かりにくい部位、例えば、雨漏りやシロアリ被害、基礎、

水回り等の不具合や劣化などを「見える化」することでインスペクションの有効性を啓発し、消費者は

安心して空き家の購入や賃貸を図る。 

 ・又インスペクションにより、空き家購入後のリフォーム工事の計画や予算の概要が掴める。 

 ・インスペクターの実務研修を実施するとともに、インスペクションの共通ルール、報告書等の共通フォ

ーマットを構築する。 
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